
別添資料集

Ⅱ．基礎年金を新規に請求される方※へ送付する給付金請
求書等

※  障害・遺族基礎年金を新規に請求する方、又は老齢基礎年金新規請求
者（平成31年４月２日以降に65歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う方）

Ⅱ．に該当する方への送付物

別添２－１ 封筒

別添２－２ 老齢基礎年金新規請求者に送付さ
れるＡ４サイズの給付金請求書及び
給付金手続きに関するリーフレット

別添２－３ 障害・遺族基礎年金を新規に請求
する方に送付される給付金請求書

別添２



Ⅱ.に該当する方のうち、老齢基礎年金新規請求者※へ送付し
ている封筒
※平成31年４月２日以降に65歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う方。なお
、障害・遺族基礎年金を新規に請求する方に対しては、茶色の封筒など、異な
る封筒が届きますので、ご留意ください。

別添２－１



別添２－１の封筒に封入している請求書及びリーフレット表面

別添２－２



別添２－１の封筒に封入している請求書及びリーフレット裏面

（ ）



Ⅱ.に該当する方のうち、障害・遺族基礎年金を新規に請求する
方へ送付される給付金請求書

別添２－３

※老齢基礎年金新規請求者とは異なる封筒（茶色の封筒など）に封入されて
届きますので、ご留意ください。


